
☆ 加入時 新規

加入金　1,000円

名義変更

☆ 脱退時 会員死亡の場合 弔慰金 100,000円

組合員歴
15年未満の場合

廃業
組合員歴
15年以上30年未満の場合

その他

廃業

名義変更

その他

廃業

名義変更

その他

〇　互助会の仕組み

給付無し

脱退慰労金　20,000円

組合員歴
30年以上４０年未満の場合

組合員歴40年以上の場合

脱退割戻金
年度末の互助会残金
を均等割して給付


